
参考資料１

事　業　名　：　１．白井市シティプロモーション基本方針策定事業                             

平均

◎ 100点 ◎ 78点 ◎ 102点 ◎ 78点 ◎ 79点 ◎ 98点 ◎ 93点 ◎ 91点 ◎ 97点 90.7

評価

評価項目 配点 実施状況 評点 コメント 評点 コメント 評点 コメント 評点 コメント 評点 コメント 評点 コメント 評点 コメント 評点 コメント 評点 コメント

実施した市民
参加の数 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15.0

選択した市民
参加の手法 5 5 4 3 3 4 4 5 5 4 4.1

意見の取り扱い・
公開方法 5 5 3 5 3 3 4 5 5 4 4.1

市民参加の取り
組み・積極性 5 5 4 5 2 3 5 5 4 4 4.1

基準 基準 基準 基準 基準 基準 基準 基準 基準 基準 基準

10 10 9 10 10 9 10 10 10 10 9.8

水準 水準 水準 水準 水準 水準 水準 水準 水準 水準 水準

10 10 7 10 7 7 9 7 8 10 8.3

合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計

20 20 16 20 17 16 19 17 18 20 18.1

基準 基準 基準 基準 基準 基準 基準 基準 基準 基準 基準

10 9 8 8 8 6 8 10 10 10 8.6

水準 水準 水準 水準 水準 水準 水準 水準 水準 水準 水準

10 9 5 8 8 5 6 5 8 8 6.9

合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計

20 18 13 16 16 11 14 15 18 18 15.4

基準 基準 基準 基準 基準 基準 基準 基準 基準 基準 基準

10 9 7 10 8 7 10 9 9 8 8.6

水準 水準 水準 水準 水準 水準 水準 水準 水準 水準 水準

10 8 5 10 5 6 9 5 8 8 7.1

合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計

20 17 12 20 13 13 19 14 17 16 15.7

基準 基準 基準 基準 基準 基準 基準 基準 基準 基準 基準

8 6 4 8 4 6 8 8 4 8 6.2

水準 水準 水準 水準 水準 水準 水準 水準 水準 水準 水準

12 9 7 10 5 8 10 9 5 8 7.9

合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計

20 15 11 18 9 14 18 17 9 16 14.1

３． 図書館での事前周知なし
４． 情報公開コーナー、ＨＰ、図書館で公表されてい
ない
（入賞者氏名と作品の縮小写真程度は公表すべき）
５．半年かけて募集したのに、応募１４名は少ないの
では。
入選作の展示が市庁舎のみ。各地区センターで巡
回展示してもよかったのではないか
　・フォトコンテストが基本方針の策定にどう寄与した
のか不明

写真の選定は展
示の時に投票す
るとより多くの意
見が反映された
のに残念

・フォトコンテストの実施は、市民
に白井市の魅力をビジュアルで
提供し市民に対するＰＲとなると
ともに、行政側もコンテストを通じ
て市民が何に“魅力と感じる”か
その傾向を把握する手掛かりと
なって手法としてよかったと思う。

その他の方
法

1.H28.2.15～8.22　フォトコンテストin白井を実施 対象写真を
募集
   H28.9.10　     第３回ワークショップにて投票を実施
2.市民
3. 応募資格、応募テーマ、募集期間、応募要件、賞品等を市
民へ事前周知
　広報しろい（H28.2.15）、市HP、情報公開コーナー、各セン
ター、担当課窓口で広報
4.入賞作品を含め、応募作品を庁舎内に展示したため会議
録等の公表は無し
5. 白井市の魅力を再発見するとともに市の情報発信に活用
するための写真を募集し、選定した。
   シティプロモーション市民座談会の参加者で投票を行い、
最優秀賞１作品、優秀賞３作品、入選５作品を選定した。

結果公表は広く
行う。

どれくらいの応募が
あったのか、記載な
い。

総合評価点

委　員　氏　名

若い人の意見を求める
なら若い人が使うツー
ルを利用したほうが良
い。

・事業の性格を考えると、審議会を設け
ていないのは理解できる。
・アンケートの対象者を１５歳～４９歳に
限定する必要はなかったのではない
か、調査対象を全世代とし、年齢区分
の傾向を把握する方法もあったのでは
ないか。高齢者も白井市を終の棲家と
考えて愛着を持っている者も多く「プロ
モーション」には関心が高い。
・広報しろいでも公表してもらいたかっ
た。このような事業を行っていることを
広く市民に知らせる良い媒体であり、良
い機会であったと思う。市民に白井市
に対するイメージアップにつながったと
思う。

事業の性格から、審議会の未設置は理解
でき、その代わりパブリックコメント、充実
したアンケートの実施（対象別に３回プラ
ス職員）、ワークショップなどと適切な市民
参加手法が採用され積極的に評価でき
る。
　ただし、ワークショップは非公開にする
必要はあったか疑問。
　市民参加評価の対象外ではあるが、魅
力の発信が中心になるのは理解できる
が、魅力を削いでいる部分の克服・改善も
魅力の向上につながると思うがどうだろう
か（交通アクセス良いが激高運賃、放射
能汚染、目隠し用ヤードが多いなど）

ワークショップを土日開催と
ありますが、３回共土曜日
開催ですが、理由あっての
開催日決めでしたか？
第３回目の参加人数が少
ない事も出来れば理由を
知りたい。

H28.2.15～3.15　市民アンケートの実施
H28.2.15～8.22　フォトコンテスト（その他の手法）の実施
H28.2.25～3.15　高校生アンケートの実施
H28.7.8 ～7.10  市民・市外住民アンケート調査を実施
H28.12.1～12.14 パブリックコメントの募集

第五次総合計画に基
づく若い世代に向けた
シティプロモーション基
本方針の策定は重要
な施策の一つである。
対象となる世代の意
見はもちろんのこと、
多くの市民の理解を得
ながら策定する必要
がある。

若い世代をターゲットに
白井を魅力ある町として
広報しようとする手法は
評価できる。市民参加を
積極的に取り込んだ事
業であると思われる。
ただし、高齢化の進みつ
つあるこの時勢に４９歳
までのアンケートは若干
視野が狭くなるのではな
いか。

地域再生や街おこしな
どを研究している専門
家などが参加する場
づくりが必要と思われ
る。
また、ワークショップは
働く市民の参加を可能
するため、休日だけで
なく夜間の開催も必要
である。
ネーミングがわかりづ
らい。

アンケート調査については、事
前周知がないのが残念であっ
たが、高校生と15～49歳の無
作為の両者に行ったことは評
価できる。ワークショップについ
ては、事前周知に図書館が含
まれておらず、参加者も少ない
ことから、市民目線の事前周知
と開催場所の選定が必要であ
ると思われる。フォトコンテスト
の企画自体は良いと思うが、参
加者が少ないので、事前周知
や今後のためにも結果の公表
を行うことが必要である。

アンケートは事前周知がされておらず、特に市民アンケー
トは３０００件も発送されながら、回収率が低く、回収件数
も少ない。
・無作為抽出の市民アンケートと、そうでない白井高校生
アンケートの回収件数を合算してしまっている。（その結
果２０歳未満の回答数の６割以上は同高生が占める。）
パブコメも期間が短く、概要版もなく、回答者は２人だけ。
基本方針策定のための方策を市民に求めるにはもっと工
夫が必要だったのではないか。タウンミーティングの参加
人数は評価できるが、開催を各地区で実施すればより多
くの声を聴けたはず。開催回数も３回のうちフォトコンテス
トの審査の１回を除くと２回と少ない。
基本方針策定のための市民の意向を探るためには、もっ
と工夫が必要だったのではないか

パブリックコ
メント
(意見公募)
募集

1.H28.12.1～12.14　パブリックコメント募集(14日間)
郵便、FAX、メール、各センター回収箱、担当課窓口で受付
2.素案、目的・案内、意見書を提供
3.担当課窓口、市HP、情報公開コーナー、各センター、
　図書館で資料提供
4.広報しろい(H28.12.1)、市HP、情報公開コーナー、各セン
ター、図書館、担当課窓口で事前周知
5.2人から8件の意見
 H28.12.27　情報公開コーナー、市HP、図書館、担当課窓口
で結果について公表

パブリックコメント２
人からとは少ない
シティプロモーショ
ンというネーミング
が分かりにくかった
のではないか

アンケート
調査実施

（市民アンケート）
H28.2.15～3.15　アンケート調査を実施
1.事前周知は無し
2.対象者への郵便で調査(30日間)
3.市内全域の１５～４９歳の市民を対象に実施
4.3,000件発送、883件回収(回収率29.4％)
5.H28.6.17 アンケート結果を情報公開コーナー、市HP、図書館、担当課
窓口で公表

（高校生アンケート）
H28.2.25～H28.3.15　アンケート調査を実施
1.事前周知は無し
2.白井高校教師から生徒へ直接配布・回収（18日間）
3.白井高校の生徒１・２年生
4.480件発送、432件回収（回収率90％）
5.H28.6.17 アンケート結果を情報公開コーナー、市HP、図書館、担当課
窓口で公表

（市民・市外住民アンケート）
H28.7.8～H28.7.10　アンケート調査を実施
1.事前周知は無し
2.市民・市外住民へインターネットリサーチ会社からアンケートを実施（3
日間）
3.市内全域の１５～４９歳の市民を対象に実施
4.100件発送、100件回収（回収率100％）
5.H28.9.14 　アンケート結果を情報公開コーナー、市HP、図書館、担当
課窓口で公表

事前の周知を行
う。

調査対象４９歳は
若いのではないか
高校生と市街住民
アンケートの回収率
がすこぶる高い

情報公開コーナー、Ｈ
Ｐ、図書館、担当窓口
に公表を評価

１．募集期間が１４日間と短かい.より長期間が必要
２．概要版がない
５．原文のまま公表されているだけ
　　回答者　２人で８件と少ない
　　資料提供した各センターで公表がない

素早い結果公表
で意見を出した人
も注目できる。

・事前の通知、資料の提供、結
果の公表とその取扱いに工夫が
みられる。

情報公開コーナー、Ｈ
Ｐ、図書館、担当窓口
に公表を評価

１． 事前周知がされていない
２． インターネットアンケートは無作為抽出ではな
い。
４．市民アンケートの回収率が低い（３０％未満）
５　・公表は広報しろいも必要ではないか。
・無作為抽出の市民アンケートとそうでない高校生ア
ンケートを合算している（。無作為抽出した意味がな
い。）
　あくまで、別々に分析するべき。
　・ＨＰでアンケート結果をみるとＨ２６年の住民意識
調査が参考として対比されている。６０歳以上者が４
割以上をしめる住民意識調査とは単純に比較できな
い。
　・市民インターネットアンケートが公表されていない

高校生アンケート
は結果も返すとよ
り市政に関心をも
たれると思う。
市民アンケートの
回収率は低い、む
しろインターネット
を使った方が回収
率が良い（若い人
対象の方法はこ
ちらのほうが良
い）

・市民、学生を対象としたアン
ケートは概ね妥当と思われる。
・この事業の目的として白井市
(イメージ・ブランド)を周辺市町村
に在住の方々にも知ってもらうこ
とにあるのであれば、市外の
方々を対象にアンケートを行い、
白井市に対するイメージを把握し
てことは有意義であった。
・インターネットリサーチ会社を用
いたことは適切であったと思う。

１． 保健福祉センター以外でも行えなかったか
フォト審査の１回を除くと実施２回。
４．図書館で事前周知なし。各センターでも周知する
べき。
５．ワークショップ終了後の、他の方法により意見反
映の場は？
　　「広報しろい」などより多くの手段での公表が必要
では
　　公表の日？

チラシ配布は新し
い手法
公表場所は担当
課窓口はあまり意
味がないと思う、
むしろ市民の目に
つきやすい１Ｆ入
り口付近に掲示
板があると良い
（いつ公表された
のか？）

・開催ごとに意見を求めるべき事
項(テーマ）きめて実施しているこ
とは良い。
・ワークショップを非公開としてい
るが、毎回のテーマを見てみると
公開してもアイデアは出そうであ
る。また、特段秘匿性を重視する
ワークショップとも思えない。

情報公開コーナー、Ｈ
Ｐ、図書館、担当窓口
に公表を評価

ワークショッ
プ

1.H28.5.21～9.10 シティプロモーション市民座談会を開催
(全3回)
　保健福祉センターで土日に非公開で開催
2.出席者へ資料を配布
3.参加者は１５～４９歳の市民に限定
4.広報しろい(H28.4.15)、市HP、情報公開コーナー、
担当課窓口、対象者が集まる場所でチラシ配布にて事前周
知
5.開催記録は要点訳を公表
　情報公開コーナー、市HP、図書館、担当課窓口で公表
提出された意見はアイディアをいただくことを目的としている
ため取り扱いは未公表

参加者の資格は
限定する必要が
ないのではない
か。

非公開にした理由
がわからない。



参考資料１

事　業　名　：　２．白井市公共施設総合管理計画策定事業                             

平均

○ 68点 ○ 63点 ○ 73点 ○ 59点 ○ 60点 ○ 60点 ○ 59点 ◎ 75点 ○ 71点 65.3

評価

評価項目 配点 実施状況 評点 コメント 評点 コメント 評点 コメント 評点 コメント 評点 コメント 評点 コメント 評点 コメント 評点 コメント 評点 コメント

実施した市民
参加の数 15 15 15 15 15 15 15 10 15 15 14.4

選択した市民
参加の手法 5 4 2 3 3 3 2 3 4 4 3.1

意見の取り扱い・
公開方法 5 4 3 4 2 3 3 5 5 4 3.7

市民参加の取り
組み・積極性 5 4 2 3 2 3 2 5 4 4 3.2

基準 基準 基準 基準 基準 基準 基準 基準 基準 基準 基準

10 5 7 7 7 7 5 5 7 5 6.1

水準 水準 水準 水準 水準 水準 水準 水準 水準 水準 水準

10 5 6 7 3 3 6 3 6 5 4.9

合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計

20 10 13 14 10 10 11 8 13 10 11.0

基準 基準 基準 基準 基準 基準 基準 基準 基準 基準 基準

10 8 9 10 8 8 8 10 10 10 9.0

水準 水準 水準 水準 水準 水準 水準 水準 水準 水準 水準

10 7 6 9 6 5 6 6 9 10 7.1

合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計

20 15 15 19 14 13 14 16 19 20 16.1

基準 基準 基準 基準 基準 基準 基準 基準 基準 基準 基準

10 8 7 8 8 7 8 8 8 7 7.7

水準 水準 水準 水準 水準 水準 水準 水準 水準 水準 水準

10 8 6 7 5 6 5 4 7 7 6.1

合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計

20 16 13 15 13 13 13 12 15 14 13.8

公表に情報公開コー
ナーと図書館が入っ
ていない

アンケート
調査の実
施

　H28.5.10～5.27　市民アンケート調査を実施
1.市HPで事前周知
2.個別郵送で調査(18日間)
3.市内全域18歳以上の市民1,000人を無作為抽出し実施
4.計1,000件、373件回収(回収率37.3%)
5.H28.9.5 アンケート結果を市HP及び内容を計画内で公表

結果公表は広く行う。 もう少し高い年齢
層を的にしたほう
が回収率が上
がったのではな
いか。

１．「重要かつ特に市民の声を反
映させる必要ある事業」
であり、長いパブコメ期間が必要。
２、提供資料に検討結果の公表
時期なし
４、図書館で事前周知がされてい
ない
５、情報公開コーナー、図書館で
の公表がない
　　募集資料公開場所で公表され
ず→各センター
　

５．情報コーナー、
図書館でも公表し
てほしい

・HPへのアクセスが７６件と多く、市民の
関心が高い。
・結果の公表がHPだけでは公表効果が
低い。情報コーナー、図書館にも置くとよ
かったのではないか。

１．広報しろい、図書館で周知され
ていない
４．発送件数、回収件数が少ない
のでは？
身近な問題だけに周知されてい
れば回収件数も
増えたのではないか。
　　「市民アンケート調査書」によ
れば、アンケートの回答率からの
精度4.6%。5％以内が望ましいとい
うことだがギリギリということか？
５．情報公開コーナー、図書館で
公表されていない
　　広報しろいでも公表するべきで
は（市民に直結する課題）

情報コーナー、広
報しろい、図書館
でも周知公表を
５．結果発表はな
るべく早いほうが
良い

・アンケートの対象を無作為抽出としてい
る。事前通知がHPのみであったが妥当で
ある。
・回収率が37.3%と低いが、回答数が３７３
件と多い。無作為抽出で行ったアンケー
トであり止むを得ないと思う。

事前周知に図書館
がない

結果公表がＨＰのみ
なのは残念

５． ３回の会議のうち２回は夜間
に行われている。
６． 図書館で事前周知がされてい
ない
７． 公表については条例基準どお
り
1．公募枠を設けない理由につい
て明確な説明が欲しい

４．図書館でも周
知してほしい
傍聴者も多く市民
の関心は高い

・学識経験者を選任した組織であり、結果
的に女性の委員が少ないのはやむを得
ない。
・施設、設備等の維持管理を企業経営的
側面に限定して検討すると云うのであれ
ば、財政逼迫の白井市にとって有意義な
ことかも知れないが、インフラを総合的管
理と云うことであれば、経済性、効率性だ
けの視点では見落とされ、日常生活に重
要な施設、設備のメンテナンスがおろそ
かになり、支障が生ずるような事態も生じ
かねないのではないか。
・有識者の枠を広げ技術者も委員に加え
ても良かったのではないか。
・事前通知に図書館が入っていない。

会議の事前周知に
図書館が入っていな
い

パブリック
コメント(意
見公募)募
集

1.H29.2.15～2.28　パブリックコメント募集(14日間)
　郵便、FAX、メール、各センター回収箱、担当課窓口で受付
2.素案、概要、目的・案内、意見書を提供
3.担当課窓口、市HP、情報公開コーナー、各センター、図書館
で資料提供
4.広報しろい(H29.2.15)、市HP、情報公開コーナーで事前周知
5.4人から13件の意見
 H29.3.　市HPで結果について公表

結果公表は広く行う。

審議会の
開催

　公募委員募集はなし
　理由：専門家の視点で議論をするため
1.委員5名のうち市民公募委員はなし
2.市民公募無しのため、応募数無し
　委員の男女比は男性4名、女性1名
3.会議は3回開催(平日夜)、全て公開で実施
4.会議は市HP、情報公開コーナーで事前周知
5.会議録は逐語訳を情報公開コーナー、市HP、図書館、担当課
窓口で公開

公募枠を設ける（傍
聴者もない！）

受益者として審議会に
入ることも必要なので
はないか。
市民への周知も条例基
準以下である。

・専門家だけの有識者会議は、市民参加の手
法とは言い難い。
・「白井市行政経営指針策定会議」と委員、開
催日時、出席者、審議内容が重複しているの
ではないか。
・上記会議の委員は、行財政の運営に企業経
営的な面から考察する手法に長けた専門家で
あると思われるが、施設・設備の特性、メンテ
ナンスの効果的効率的維持管理の手法、将
来の保全維持管理技術の進歩・技術革新等
に精通している者であるとは言い難いのでは
ないか、むしろ市内には上記委員以上に造詣
の深い者も居ると思う。その意味で公募委員
を含めた会議を設置するべきであったと思う。

審議会は、公募委員や本事業に相
応しい専門家のいない有識者５名に
よるもの（経営指針作成と併任）で、
どうだったのか。その結果、パブリッ
クコメントも２週間という短い期間な
がらもアクセスは７６件、意見も４人
から１３件寄せられ、うち６件もの修
正意見を採用せざるを得なくなるな
ど、審議会の限界が表れてしまった
のではないか。

専門性が高いとは謂え
ども公募委員の参加も
望ましいのでは、と思い
ます。

H27.9.8～H30.9 白井市行政経営有識者会議の設置
H28.5.10～5.27　アンケート調査の実施
H29.2.15～2.28 パブリックコメントの実施

第５次総合計画の「行政
経営指針」により、今後の
財政を踏まえた総合管理
計画の策定は重要であ
る。
未来の社会・経済状況を
踏まえ利用する多くの市
民の意見を反映しつつ策
定する必要がある。

専門家の視点で議論
する理由で公募委員
は０名であるが、毎回
審議会議での傍聴者
が多い。市民の関心
が高いのではないか。
資格or経験等の条件
付きで公募してもよい
と思う。

審議会に建築や土
木・耐震工学といった
専門家か゜入っていな
いのは理解できな
い。また、公共施設の
利用中止などを含む
本政策で、公募委員
が参加できないこと
は問題である。危険
度判定で、庁舎やコミ
ニティ施設を利用中
止にした自治体もあ
るなかで本政策の実
施にあたって積極的
な市民参加が求めら
れよう。

白井市行政経営有識者
会議には、名称の通り公
募はいない、例えば市民
の中でその専門的な知識
のありそうな方を入れる等
も踏まえて、市民参加の
手法に入るのかも含めて
検討する必要があるので
はないか。審議会とパブ
リックコメントの事前周知
に図書館が含まれていな
い。３点セットの必須義務
を取り入れてほしい。

公募委員がおらず、パブコメも４人から
の意見のみ。パブコメ意見を受けて素
案が修正されたが、審議会日程の終
了後。アンケートが実施はされている
が、現役世代の回答が少ない。「広報
しろい」などによる事前周知が不足だっ
たのではないか。審議会の傍聴者は
各回１０名以上と市民の関心は高い。
アンケートの自由回答欄にも４０名以
上の記載がある。意見交換会・タウン
ミーティングなど、直接市民からの意見
聴取の機会を設けるべきだったと考え
る。策定された総合管理計画に、子供
向けの「マンガ概要版」まであるのは評
価したいが、むしろ「大人向けの概要
版」の方が優先順位は先。

総合評価点

委　員　氏　名



参考資料１

事　業　名　：　３．白井市行政経営指針策定事業                             

評価

評価項目 実施状況

平成２８年
度に実施し
た市民参
加の手法

コメント コメント コメント コメント

１． 公募枠を設けない理
由に納得性がない。
専門性が高いが市民に
も有資格者はいる。
３．回数は多く、平日夜
間開催のため傍聴者も
多数
４．図書館での事前周知
がない
　　事業の内容からして
センターなどでも周知す
るべき
８． 公表は条例が求め
る基準通り
ＨＰでは各回ごとに資
料、逐語録などまとめら
れているが
１２回の議論の経過を知
ろうとすると大変な労力
がいる
重要な事柄であり、議論
の経過をわかりやく一覧
化する必要あり。

市民の傍聴者数が
多いのは関心の高
さを感じる。

コメント コメント

・当該会議の目的一つに、「白井市公共施設等総合管理計
画策定」があると示されている。当該会議の第９回、１１回～
１２回会議は、開催日時、出席状況、会議のテーマ・審議内
容、傍聴者数が同一であり、上記会議と重複しているのでは
ないか。
・上記会議と当該会議の委員が同一人物であると仮定すると
当該会議の委員は、施設、設備の維持、管理、保全、運営に
も専門的知識を有する者としても委嘱されているはずであ
る。であれば、当該会議の所掌範疇として審議できるはずで
ある。であるならば、上記会議は、当該会議の一部として位
置づけし、上記会議を統合しても良いのではないか。
・毎回の会議で傍聴者が多いのは、市民の関心が高い証
左、検討結果で厳しい問題点の指摘や方向性が出ると予想
されることを考えると結果について市民の合意形成を図る意
味でも、市民(公募委員)が入った通常の委員会として運営し
た方が良かったのではないか。

審議会の
設置

公募委員募集はなし
　理由：専門家の視点で議論をするため
1.委員5名のうち市民公募委員はなし
2.市民公募無しのため、応募数無し
　委員の男女比は男性4名、女性1名
3.会議は12回開催(主に平日夜)、全て公開で実施
4.会議は市HP、情報公開コーナーで事前周知
5.会議録は逐語訳を情報公開コーナー、市HP、図書館、担当課
窓口で公開

２の公共施設等総
合管理計画策定事
業同様、市民が審
議会に入っていない
のにこの場に出てく
るのは会議や会議
録を公開しているか
らだろうか
だとすると、どれだ
け見学者や閲覧回
数が大事になってく
ると思う。

・将来の白井市の財政事情を考えると、学識経験者の周知を
集めて市場メカニズム的視点から行財政の在り方について
検討することも視点として必要と思うが、その成果をどのよう
に行政に反映させるかが問題である。市内在住の者にも専
門的知識を有する者が居ると思うので、当該会議を設置する
前に、　公募委員を募集し、応募者ゼロを確認した上で、有
識者会議に切り替えても良かったのではないか。

・当該会議の委員である沼尾教授の著書によれば、行政経
営とは「行政の効率化・活性化を意図し民間企業で行われて
いる経営理念、手法等を行政現場に応用しようとする発想」
であるとしている。白井市の財政のひっ迫化を考えると、それ
も行財政の運営の一視点と云えるが、行政には民間企業の
ような効率化、経済性と云った企業経営的概念に当てはまら
ない非生産性、被経済性の弱者救済のセーフティーネットに
関わる行政も存在する。当該会議にも広範な意見を取り入れ
て検討審議する必要があろう。その意味で有識者だけの会
議である必要はなく、審議検討の結果について広く市民の合
意形成を図る意味でも公募委員を含む会議とすべきではな
かったか。

会議の事前周知は図
書館でもして欲しかっ
た。

コメント

市民の意見を反映
するためにほかの
市民参加の手法を
実施することが必
要である。

公募枠を設ける（傍
聴者も多い。）

コメント コメント

会議の傍聴者が多く、
この事業への関心度
の高さが伺えました。
それだけに委員が専
門家のみで、市民参
加がなかったことがよ
けい残念です。

審議会は２の事業との併任だ
が、本来的な任務はこの経営指
針策定事業。
関心が高く審議会の傍聴は２２
９人にのぼる中、なぜパブリック
コメントその他の市民参加手法
を採用しなかったのか。専門家
委員への遠慮、忖度か。
また、重要な行政運営の指針と
して位置づけと思われるが（策
定後に大規模なシンポ開催な
ど）、この指針の位置づけが不
明。議会への報告や政策会議
にはからないなどは、ヒアリング
を通じてもとても理解できないも
のだｌった。
市民参加は、「美論による合意
と統治」を実現する、市長と議員
の公選と議会での審議などと共
に重要な基本的制度とも言える
と考えるが、この意義と目的に
関する担当課及び市長の認識
に強い疑問をもった。

H27.9～H30.9 白井市行政経営有識者会議の設置

第５次総合計画の
行財政分野の基本
となる行政経営指
針の策定は最も重
要なものである。
専門家の意見はも
とより、納税者であ
る市民の理解も十
分に得つつ、また、
市民の意見を反映
する必要がある。

現時点で市民参加
を行っていないこと
は致し方なし。
今後具体的に実施
していく計画には市
民参加の予定あり
の記載があるので
それに期待する。

市の最上位計画ゆ
えに、各分野の専
門家を交えた広範
な市民参加(公募委
員が参加可能な審
議会、ワークショッ
プ、意見交換会・ア
ンケートなど)で策定
されるべきではない
か。審議会に参加し
た専門家を見ると
経営・財務に偏って
いるように映るとい
う声が多いのでは
ないか。

会議の回数について
は、定期的に行われて
おり、しかも傍聴数が
多いので、市民の関心
の高いものであること
がわかる。行政経営と
いう視点のため公募
委員がいないと思わ
れるが、会議の周知
場所につては基準の
図書館を満たしてもら
いたい。

本事業は専門性が高い
とはいえ、市民にとって
「これからの白井の行財
政をどうするか」は非常
に関心があること。しか
し審議会は専門家だけ
で構成され、市民の意見
は反映されなかった。
平日夜間開催の審議会
に、毎回多数の市民が
傍聴した。直接、意見聴
取する機会を設けるべき
だったと考える。
市民参加の手法が採ら
れることなく、事業終了
となってしまったのは納
得できない。

コメント コメント コメント コメント

総合評価

委　員　氏　名

コメント コメント コメントコメント コメント



参考資料１

事　業　名　：　４．白井市地域福祉計画策定事業                             

平均

◎ 94点 ◎ 82点 ◎ 106点 ○ 70点 ◎ 81点 ◎ 99点 ◎ 93点 ◎ 99点 ◎ 106点 92.2

評価

評価項目 配点 実施状況 評点 コメント 評点 コメント 評点 コメント 評点 コメント 評点 コメント 評点 コメント 評点 コメント 評点 コメント 評点 コメント

実施した市民
参加の数 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15.0

選択した市民
参加の手法 5 5 4 5 2 4 5 5 5 5 4.4

意見の取り扱い・
公開方法 5 4 4 5 2 3 3 5 5 4 3.9

市民参加の取り
組み・積極性 5 5 4 5 2 3 5 5 4 5 4.2

基準 基準 基準 基準 基準 基準 基準 基準 基準 基準 基準

10 10 5 10 8 7 10 10 9 10 8.8

水準 水準 水準 水準 水準 水準 水準 水準 水準 水準 水準

10 6 5 8 3 4 8 5 5 9 5.9

合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計

20 16 10 18 11 11 18 15 14 19 14.7

基準 基準 基準 基準 基準 基準 基準 基準 基準 基準 基準

10 9 7 10 10 9 10 10 10 10 9.4

水準 水準 水準 水準 水準 水準 水準 水準 水準 水準 水準

10 9 5 10 8 5 10 8 8 10 8.1

合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計

20 18 12 20 18 14 20 18 18 20 17.6

基準 基準 基準 基準 基準 基準 基準 基準 基準 基準 基準

10 8 9 10 8 8 8 10 10 10 9.0

水準 水準 水準 水準 水準 水準 水準 水準 水準 水準 水準

10 9 10 10 6 7 8 6 9 10 8.3

合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計

20 17 19 20 14 15 16 16 19 20 17.3

基準 基準 基準 基準 基準 基準 基準 基準 基準 基準 基準

8 6 6 8 4 7 7 7 8 7 6.7

水準 水準 水準 水準 水準 水準 水準 水準 水準 水準 水準

12 8 8 10 2 9 10 7 11 11 8.4

合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計

20 14 14 18 6 16 17 14 19 18 15.1

1. 非公開の理由は理解できる。回数も１５回と多い。
2. 参加者の資格も理解できる
3. 事前周知されないことも理解できる
4. 結果公開が情報公開コーナー、図書館でなされてい
ない
公表の日が不明？
5. 取組は評価できる。一般市民が関与できるのは、ヒア
リング結果を知ることのみであり公表が不十分なことが
残念

・福祉団体に対するヒヤリングにつ
いては、対象団体が多分野にわた
り工夫がされているが、それぞれ
のヒヤリング時間が短く、地区社協
に対するヒヤリングでは30分～１時
間程度と短く実質的なヒヤリングが
行われたのか疑問である。
・ヒヤリングは非公開となっている
が、この文面だけでは不都合な点
が記述されておらず、非公開とする
理由となっていない。

1.実施回数7回、土日休日に開催されている点は評価
　（うち各センター５回実施）
4.情報公開コーナーでの事前周知がない
　各センターで事前周知がされている
5.情報公開コーナー、図書館で公表されていない
　いつ公表されたのか不明？

・勉強会、意見交換会を開催したの
は、地域福祉に関する基本的、共
通的な知見を得る上で有意義で
あった。また、それぞれの地域が抱
えている問題点、課題をについて
意見交換を行えたことも有意義で
あったと思う。

その他の方
法

1.H28.2.16～H28.8.24
　福祉関係団体ヒアリングを平日に開催（全15回）
2.福祉団体、福祉施設等の福祉関係団体に限定
3.直接各福祉団体へ事前周知
4.会議録は要点訳を市ＨＰで公開
提出された意見に対する市の考え方については、計画書に反映
し、団体へ計画書を送付したため公表しない。
5.各福祉関係団体が抱える現状と課題、今後の方向性、地域福
祉を推進するための考え方などを把握し、次期地域福祉計画に
反映させる。

事前周知は広く
行う。

意見交換
会の開催

1.H28.5.14～6.12　勉強会･意見交換会を開催(7回)計83名参加
  休日日中に各センターで主に開催、公開で実施。
2.参加者へは資料を配布
3. 市内在住・在勤・在学者を対象
4.広報しろい（H28.4.15）、市HP、各センター、図書館、担当課窓
口で事前周知
5.会議録は要点訳で作成、市HPで公開
　※提出された意見については、計画案への反映を目的とした
ため市の考えの公表はしない。

提出された意見
は公表してもよ
かったのではな
いか。

1.条例基準どおり。「重要事業」であり３週間必要。
2. 条例基準どおり.概要版の提供がない。検討結果の公
表時期なし
3. 条例基準に加え、各センターでも提供
4.. 条例基準に加え、各センターでも事前周知
5. 資料を提供した各センター、担当課窓口で公表されて
いない
 　取扱は原文のまま（項目毎にまとめられていない）

1.公募委員数は条例の基準どおり。しかし望ましい基準
からすると不足。（市民感覚を大切にする審議会）
2.図書館、情報公開コーナーで応募の周知がされていな
い。
3.会議は平日日中であり、傍聴者がほとんどいない
　会議が４回は少ないのでは。
4.担当課窓口でなされていない？
　各センターでも周知する必要あり
5.公表は条例基準どおり　ＨＰで見やすく工夫
　公表が２カ月以内と遅い

会議録は１か月
以内が望まし
い。

・公募委員の数が他の関係者の数
と比べて相対的に少ない。
・公益団体の代表者とその他の福
祉関係者との区別が不明。
・その他の者が多いが、福祉関係
の各種福祉団体の者が幅広く参加
しており、評価できる。
・その他の関係団体から女性委員
を選出するよう依頼する工夫も必
要であったのではないか。

パブリック
コメント
(意見公募)
募集

1.H29.1.5～1.19　パブリックコメント募集(15日間)
郵便、FAX、メール、各センター回収箱、担当課窓口で受付
2.素案、目的・案内、意見書を提供
3.担当課窓口、市HP、情報公開コーナー、各センター、図書館で
資料提供
4.広報しろい(H29.1.1)、市HP､情報公開コーナー、各センター、図
書館、担当課窓口で事前周知
5.2人から5件の意見
  H29.3.1　情報公開コーナー、市HP、図書館で結果について公
表

パブリックコメ
ント２名、アク
セス８件、若い
世代の関心が
少ないと言え
る。

審議会の
設置

任期：平成26年7月～平成29年7月
　H26.6.2～6.16　公募委員募集(14日間)
　広報しろい(H26.6.1)、市HP、担当課窓口で周知
1.委員15名のうち2名市民公募委員(男2)
2.応募者4名(男4)から2名選定、基準は公開
選出地域は第一小学校区1名・桜台小学校区1名
　郵便、担当課窓口で受付
3.会議は4回開催(平日日中)、全て公開で実施
4.会議は市HP、情報公開コーナー、図書館で事前周知
5.会議録は要点訳を情報公開コーナー、市HP、図書館で公開

公募委員が少な
い
傍聴者が限定さ
れる

委員１５名中公
募委員２名は
少ない。
募集期間を延
長するなど図
るべきだと思
う。

審議会では時間的
に活発な意見が出
されたとは感じない
が、様々な方法で市
民の中に入り意見
を聞く機会を持つ努
力をしていることを
評価する。

・市民参加の方法、進め方については、
基準に従がって実施されている。意見
交換会や福祉団体ヒヤリング等を行
い、市民参加への工夫がされている。
・「地域福祉計画案」についての審議で
は、第２回会議(９月２７日)に計画案の
骨子案を第３回会議(１１月２４日)には
計画素案が審議対象となっていた、し
かも、検討時間も　短い。このスケ
ジュールでは予め事務局で作られた事
務局案を追認するだけのように思えて
ならない。これでは市民の意見を反映
する余地がなく、そもそも期待していな
かったようにも思える。

　審議会やパブリックコメントだ
けでなく、意見交換会、関係団
体とのヒアリングなど、全体と
して、充実した市民参加がなさ
れ、その意向の反映に努めた
と見受けられる。
　他方、やや疑問に感じたの
は、公募委員が２名と少なく、
福祉で担うことが多い女性委
員が２名など、関係者中心の
中で肩身が狭い思いをしたの
ではないかとの危惧をもった。

意見交換会やヒア
リングを複数回開
催している事は評
価できる

H28.2.16～3.22　福祉関係団体ヒアリング
H28.5.14～6.12 白井市地域福祉計画策定勉強会・意見交換会
を実施
H28.7.14～H29.2.27白井市地域福祉計画策定等委員会
H29.1.5～1.19　パブリックコメントの実施

第２次福祉計画の策定
にあたっては、関係者を
含めた市民の意見を反
映すること、またその内
容を公表する必要があ
る。

各地区で意見交換
会を行っており、７
回という回数も評価
できる。
福祉について広く
知ってもらおうとす
る草の根活動に担
当者の努力を感じ
る。
ただし、パブリックコ
メント２人から５件、
ＨＰのアクセス８件
と認知度・関心度の
低さも窺える。

委員会の定数を鑑みれば専門
家と女性の参加があまりにも少
ない。
特養・老健などの待機状況、在
宅ケアの現状などといった資料
は策定され配布・公開されてい
たのか。
意見交換会で市の考え方は公
表していないと述べられている
が、これでは意見交換にならず
市民の一方的な意見発表の場
になってはしないか。
また、本計画は、乳幼児・一般
成人・高齢者・障害者など対象
別に策定され、最終的には地
域福祉計画としてまとめるのが
一般的となっている。

パブリックコメントについて
はよくされている。福祉分
野ではあるが、公募委員も
含まれている点で評価でき
る。しかし、事前の周知方
法に情報公開コーナーと
図書館が含まれていない
点では、今一つ市民参加
の視点を踏まえて頂きたい
と思います。福祉関係団体
のヒアリングについては、
参加団体は少ないが、そ
の団体に応じた内容を細
かく実施されていることに
ついては、担当課の努力
が伺えるので、評価する。

・審議会委員に占める女性比率が１３％と低い。（事業の性
格から女性の視点が、より求められる。）
・意見交換会が７回実施され多くの市民が参加した。保健福
祉センター以外でも開催して欲しかった
（関心の高い高齢者の出席の便宜を勘案して）。
・福祉関係団体へのヒアリングを１５回も行い、うち８回は出
向いて行うなどの取組みは評価したい。
・この一連の取組について、全くの一般市民が知る機会は結
果公表のみ。
　せっかくの取組であり、公表を十分に行って欲しかった。

総合評価点

委　員　氏　名



参考資料１

事　業　名　：　５．第１期データヘルス計画策定事業                             

平均

× 26点 × 26点 × 0点 × 25点 × 21点 △ 30点 △ 36点 × 25点 △ 31点 24.4

評価

評価項目 配点 実施状況 評点 コメント 評点 コメント 評点 コメント 評点 コメント 評点 コメント 評点 コメント 評点 コメント 評点 コメント 評点 コメント

実施した市民
参加の数 15 5 5 0 5 5 5 5 5 5 4.4

選択した市民
参加の手法 5 3 2 0 4 2 2 5 2 3 2.6

意見の取り扱い・
公開方法 5 3 3 0 2 2 3 5 2 3 2.6

市民参加の取り
組み・積極性 5 3 2 0 2 2 3 5 2 3 2.4

基準 基準 基準 基準 基準 基準 基準 基準 基準 基準 基準

10 6 7 0 7 6 7 10 8 10 6.8

水準 水準 水準 水準 水準 水準 水準 水準 水準 水準 水準

10 6 7 0 5 4 10 6 6 7 5.7

合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計

20 12 14 0 12 10 17 16 14 17 12.4

審議会の
設置

H27.2.2～2.16　公募委員募集(14日間)
　広報しろい(H27.2.1)、市HP、情報公開コーナー、担当課窓口で
周知
1.委員10名のうち3名市民公募委員(男2/女1)
2.応募者5名(男4/女1)から3名選定、基準は公表
　地域は第一小学校区1名、清水口小学校区2名
3.会議は2回開催(平日日中)、公開で実施
4.市HP、情報公開コーナー、担当課窓口で事前周知
5.会議録は逐語訳を情報公開コーナー、市HPで公開

公募委員の地
域割合を考慮
する。
傍聴者が限定
される。
事前周知・結
果公表は広く
行う。

1.条例基準どおり。専門的なので３
０％だが可とした
2.募集周知が図書館でなし
　男２女１　ニユータウン地区２在来
地区１とバランスがとれている
3.開催２回で十分な議論ができた
か？
平日日中の開催で傍聴者０．
4.事前周知は図書館でなし
5.結果公表は図書館でなし。会議録
に見易い工夫なし。ＨＰで審議会の
経過を見ようとしたが、２８年度分は
既になし

図書館も市民
が情報を得る
ための大事な
場所であるの
で利用してほし
い。

・議事録で発言者の氏名
を実名で記載しているが、
事業の性格を勘案すると
著しいプライバシーの侵
害になることは無いと思う
が、実名の公表はなるべ
く避けた方が良いのでは
ないか。
・議事録が図書館に設置
されていない。

会議の事前周知・
会議録の公表が
図書館に入ってな
い

題名からどんな計
画であるのかが見
えないので市民も
関心が持てないの
ではないか。

・事業の名称を見ただけでは
どのような事業なのか分かり
難い。市民にも内容が理解で
きるよう事業内容を表す名称
とする工夫する必要があると
思う。
・担当課ヒヤリングでは、他の
市町村も同じ事業名としており
替えるつもりは無いとのことで
あったが、市民が理解できなく
ても良いという行政は無いは
ず。副題で対応も考えて欲し
い。
・専門的な事柄を中心として審
議する運営協議会のメンバー
として専門家の他に公募委員
が入っていることは、広く意見
を取り入れたいということの表
れでもあり評価する。

審議会も同事業計画のための
単独設置ではなく、国保運営協
議会での意見交換のみで、同協
議会も２年任期で平成２７年４月
選任であったにもかかわらず、
初回会議は翌年の１６か月後、
２日目は約半年後。
会議録は逐語とあるが、ホーム
ページを見ると上記の会議録は
なく、平成２９年度の１回目の会
議録（要点）だけで、その内容を
見ると「報告⇒異議なし」という
形式的な運営になっている印象
を持たざるを得なかった。市民
参加の意義と目的に関する担当
課の理解と再認識をお願いした
い。

事業名がわかりにくいで
す

H27.4～H29.3国民健康保険運営協議会

保険事業を効率的
に実施するための
計画の策定は重要
である。
協議会の公募委員
のほかに、市民の
様々な意見を反映
するための手法が
必要ではないか。

審議会委員は、各地
区から万遍なく選出さ
れており、地域性につ
いても意見交換でき
てよい。
ただし全員が５０歳以
上、若い世代の取り
込みも必要な事業だ
と思える。

国民健康保険運営
協議会は、法律に
よって市町村に義
務付けられた組織
であり、一般の市
民参加の組織とは
異なる。したがっ
て、この政策を市
民参加で実施する
には、国保運営協
議会の報告書が策
定され、市の考え
方、方針づくりを行
なうなかで審議会
や意見交換会・
ワークショップなど
を実施していくのが
適当であろう。

公募人数等に問題は
ないが、事前周知と結
果公表に図書館が含
まれていないのが、非
常に残念である。

市民参加の手法としては審議会のみ。
開催も２回。平日日中開催のせいか傍
聴者０。
図書館では募集の周知、会議開催の事
前周知、結果公表も行われていない。
本事業にはテクニカルな面が多いとは
いえ、数量計画を実効的に実施していく
ためには、市民（被保険者）の自覚と理
解が必要になってくる。
また、国保は特別会計とはいえ白井市
の財政面へ係わりも大きい。

計画策定段階から市民の意見を広く聴く
ことが必要だったのではないか。

総合評価点

委　員　氏　名



参考資料１

事　業　名　：　６．白井市耐震改修促進計画策定事業                             

平均

△ 33点 △ 31点 × 27点 △ 33点 × 23点 △ 31点 △ 34点 △ 33点 △ 36点 31.2

評価

評価項目 配点 実施状況 評点 コメント 評点 コメント 評点 コメント 評点 コメント 評点 コメント 評点 コメント 評点 コメント 評点 コメント 評点 コメント

実施した市民
参加の数 15 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5.0

選択した市民
参加の手法 5 4 3 1 4 2 3 4 2 3 2.9

意見の取り扱い・
公開方法 5 3 4 2 4 3 3 5 5 5 3.8

市民参加の取り
組み・積極性 5 3 2 1 3 2 3 4 2 3 2.6

基準 基準 基準 基準 基準 基準 基準 基準 基準 基準 基準

10 10 10 10 9 8 9 10 10 10 9.6

水準 水準 水準 水準 水準 水準 水準 水準 水準 水準 水準

10 8 7 8 8 3 8 6 9 10 7.4

合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計

20 18 17 18 17 11 17 16 19 20 17.0

パブリック
コメント
(意見公募)
募集

1.H29.3.3～3.17　パブリックコメント募集(15日間)
　郵便、FAX、メール、各センター回収箱、担当課窓口で受付
2.素案、目的・案内、意見書を提供
3.担当課窓口、市HP、情報公開コーナー、各センター、図書館
で資料提供
4.広報しろい(H29.3.1)、市HP、情報公開コーナーで事前周知
5.3人から16件の意見
 H29.3.31　情報公開コーナー、市HP、図書館、担当課窓口で結
果について公表

事前周知・結
果公表はさら
に広く行う。

1.募集期間が２週間。市の
「重要事業」であり３週間必要
2.条例基準どおり.概要版の
提供がない
　検討結果の公表時期が周
知されず
3.提供場所　条例基準どお
り。
　各センターで行われている
ことは評価したい
4.事前周知が図書館、担当窓
口でない。
5.公表は締切後２週間と早
い。項目毎にまとめている。
　各センターで資料提供され
たのに公表されていない
　素案を修正する意見が２件
出された

素案を修正する意見
が反映されてよかっ
た。

・アクセス件数が７７件と市民の
関心が高いことが分る。公募の
仕方が良かったのだと思う。ま
た、採用したコメントを改訂案の
条文中に盛り込でいることに積
極性が感じられる。また、採用し
たコメントの内容を条文の改訂
前、改訂後と対比した形で表示
していることは分かりやすく評価
できる。
・改訂案の策定は、２８年１月の
千葉県の改定に追従して白井市
でも行おうとしたものであり、約1
年も経ってパブリックコメントの実
施を1２月末以降の第４四半期と
は遅いのではないでしょうか。

パブリックコメン
ト公表には図書
館も入っていて
良かったのです
が事前周知に
入っていない

市民の関心が高い（７７
件アクセス）
市民の身近な場所に
（目に付く場所）意見を
提出できることで努力を
評価できる。

・当該事業は平成２２年度から開始
し、平成３２年を目途に改修促進計画
をまとめるとしている。
　市民の安全にかかわる重要な事業
であることを鑑みると、目標年次に係
わらず差当り危険度の高いと思われ
るものを対象にした暫定的でもよい
から早期に計画をまとめることが肝
要であり期待する。その意味で今年
度はパブリックコメントの実施だけで
よいのでしょうか。
・事業の実施時期が１２月末から３月
までと実質３か月である。４月～１２
月まではどのような業務を行っていた
のでしょうか。年度前半に審議会を開
催して耐震改修促進のための前向き
な検討をしても良かったのではない
か。

採用した市民参加手法は、パブ
リックコメントだけだが、わずか２
週間の募集期間でアクセスは７
７件、意見も３名１６件、そのうち
２件が採用され修正するという
実が上がっている。
　このように、市民の関心も高い
事業こそ充実した市民参加を願
いたいものだが、何か行わない
理由があったのだろうか。市民
参加の意義と目的に関する担当
課の認識に疑問をもたざるをえ
ないものだった。
　

パブリックコメントの中に
「素案を修正する意見」
が2件あった事は評価

H29.3.3～H29.3.17 パブリックコメントの募集

市民の関心が高
い、安全・安心なま
ちづくりのために耐
震改修促進計画の
策定は重要であ
る。
市民の安全確保の
ために、さらに施策
の推進と市民に対
するＰＲの充実を図
る必要がある。

ＨＰのアクセスは７
７件と非常に多い。
また意見として伺っ
たレベルの意見１４
件。市民の関心が
高い事業なので、
今後の更新に期待
する。

審議会に耐震工学
や建設・土木などに
に精通した専門家
の参加が必要不可
欠である。また、市
民生活や地域の実
情をよく知っている
市民の参加が欠か
せないのではない
か。政策の普及を
図るため、アンケー
トや市民説明会など
を開催し市民の理
解を深めていくこと
が必要となってい
る。

全体的によくされて
いるが、事前周知の
取り扱いに図書館が
含まれていないのが
残念である。

市の重要施策であり、パブコメ期
間は２週間は短い。長くすれば、さ
らに傾聴に値する意見が得られた
のではないか。パブコメに概要版
も必要。公表時期も示すべき。
　東日本大震災以来、耐震改修に
ついては市民の関心も高い。専門
的、技術的であることは理解でき
るが、パブコメ以外にも、市民の声
を聴く手法の実施が必要だったの
ではないか。
建築や工学的な知験を有する市
民も　多数いる。そもそも当事業
の期間が実質３ヶ月強では、市民
参加の手法を採ろうとしても無理
がある。当事業の立ち上がりを早
くすべきであったと考える。

総合評価点

委　員　氏　名



参考資料１

事　業　名　：　７．白井市教育大綱策定事業                             

平均

△ 46点 △ 48点 × 28点 △ 39点 △ 40点 △ 44点 △ 38点 △ 38点 △ 49点 41.1

評価

評価項目 配点 実施状況 評点 コメント 評点 コメント 評点 コメント 評点 コメント 評点 コメント 評点 コメント 評点 コメント 評点 コメント 評点 コメント

実施した市民
参加の数 15 10 10 5 10 10 10 5 7 10 8.6

選択した市民
参加の手法 5 4 3 1 3 2 2 3 2 4 2.7

意見の取り扱い・
公開方法 5 3 2 2 2 2 2 3 1 3 2.2

市民参加の取り
組み・積極性 5 3 1 1 2 2 3 3 1 3 2.1

基準 基準 基準 基準 基準 基準 基準 基準 基準 基準 基準

10 6 8 0 3 7 7 6 6 6 5.4

水準 水準 水準 水準 水準 水準 水準 水準 水準 水準 水準

10 3 8 0 2 2 3 3 4 5 3.3

合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計

20 9 16 0 5 9 10 9 10 11 8.8

基準 基準 基準 基準 基準 基準 基準 基準 基準 基準 基準

10 9 9 10 9 9 9 10 9 9 9.2

水準 水準 水準 水準 水準 水準 水準 水準 水準 水準 水準

10 8 7 9 8 6 8 5 8 9 7.6

合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計

20 17 16 19 17 15 17 15 17 18 16.8

１、パブコメ期間が１８日間。
　　回答も０
５．結果公表が図書館でなし。
　　各センターで資料提供されていたのに公
表されていない

意見を求める
ために期間・
周知方法を努
力していること
は評価でき
る。

・コメントが無かった
のは、教育大綱につ
いて市民に馴染みが
薄い上、さらに素案の
策定過程が市民に十
分に知らせれておら
ず、市民が大綱素案
について理解しきれ
なかったためではな
いか。

パブリックコ
メント結果公
表に図書館
が入っていな
い。

２． ３回目の会議でもう教育大綱案が出さ
れている。
委員の都合は分かるがせめてこの時ぐらい
は夜間または休日にするべきでは。
４．事前周知が図書館、担当課窓口でなし。
５．結果公表が図書館でなし。
公表方法について　特に見やすくする工夫
もない

会議の時間が
他と比べ短い
ところから報
告で終わって
いないか

・教育委員だけで構
成されている当該委
員会は、市民参加の
会議とは認められな
い。
・担当課ヒヤリングで
委員は皆白井市の在
住者だから市民参加
との説明を受けたが、
市民であっても市長、
教育委員は役職に就
いた時点で公的な人
格となり此処で云う一
般市民ではないと思
うが如何か。

会議の事前
周知会議録
の公表とも図
書館が入っ
ていない。

パブリックコ
メント
(意見公募)
募集

1.H28.4.15～5.2　パブリックコメント募集(18日間)
郵便、FAX、メール、各センター回収箱、担当課窓口で受付
2.素案、概要、目的・案内、意見書を提供
3.担当課窓口、市HP、各センター、情報公開コーナー、
　各センター、図書館で資料提供
4.広報しろい(H28.4.15)、市HP、情報公開コーナー、各センター、
図書館、担当課窓口、メール配信で事前周知
5.0人から0件の意見
 H29.5.30　情報公開コーナー、市HPで結果について公表

審議会の設
置

公募委員募集　→なし
公募無しの理由　→地方教育行政の組織及び運営に関する法律
第１条の４第２項の規定により、総合教育会議の構成委員は定
められているため。

1.委員6名の内市民公募委員なし
2.市民公募無しのため、応募数なし
3.会議は４回開催（平日日中）、全て公開で実施
4.会議は市HP,情報公開コーナーで事前周知
5.会議録は要点訳で情報公開コーナー、市HPで公開

傍聴者が限定
される
事前周知・結
果公表は広く
行う

情報提供場所に図
書館を利用してほ
しい

・法律に基づき設置されて
いる総合教育委員会であ
り、公募委員や市民が参
加していないことは理解で
きるが、当該委員会と並
行して説明会、公聴会、意
見交換会などを実施して、
市民の意見、意向が委員
会の審議に反映できる途
を講ずる必要があったの
ではないかと思う。

そもそも本事業も、市民参加
を実施した評価対象事業と
言えるのだろうか。
　審議会の市長と教育長・教
育委員の当て職で、会議も
大綱自体も形だけのもの
で、パブリックコメント（５月の
連休挟む１８日）もアリバイ
的に映るし、アクセスも７件
のみで、市民も意見の出しよ
うがなく応募ゼロ。
市民参加の意義と目的に関
する担当課の認識に疑問を
もった。
　

審議会の構成委員
が定められているた
め公募委員の募集
無しの上、パブリッ
クコメントに意見0件
に、市民参加の他
の方法の検討有無

H27.6.26～H28.5.30　 白井市総合教育会議
H28.4.15～H28.5.2　　パブリックコメントの募集

関係法令に基づく
教育大綱の策定
は、地域の教育・
芸術及び文化の振
興に関する施策で
あり、多くの市民に
関係することから、
できる限り市民の
声を直接反映させ
るための手法に取
り組む必要があ
る。

法律で定められて
いるため公募委員
０名は致し方ない
と云える。
パブリックコメント
もなく、内輪だけの
事業と思える。
義務教育の子供の
いる世帯の興味関
心がないことが危
惧される。

法律によって本事業
の構成委員は定めら
れている。したがっ
て、自治の原点に
たって実施される一
般の政策とは異な
る。しかし、市民に原
案を提示し意見交換
会やアンケートなどを
実施することは可能
でり、政策の実施に
あたって、市民の意
見を聴く機会をつく
り、可能な限り大綱に
反映させていくことが
必要であろう。

教育大綱策定に公募
委員が含まれていな
いので、教員OB等を
含めたことを今後考え
てはどうかと思う。パ
ブリックコメントはよく
できており、結果公表
に図書館が含まれて
いないのが残念であ
る。

地方教育行政の組織及び運営に関する法律第
１条の四の５には総合教育会議は・・・関係者者
又は学識経験を有する者から意見を聞くことがで
きるとある。、「特に広く市民の意見を反映させる
必要のある事業」と市民参加実施状況調査票に
あるのだから、市民の意見を聴く工夫が必要だっ
た。（市民からのヒアリングの場を設けるなど。）
審議会は日中開催のため、傍聴者も少なかっ
た。
唯一の市民からの意見聴取の手段であったパブ
コメも回答０人。なぜ期間を長く取れなかったの
か。
（例えば流山市ではパブコメ期間１カ月を取り回
答者１２人となっている。）
結果的に市民の意見を何ら反映させることなく、
教育大綱が策定された。

総合評価点

委　員　氏　名



参考資料１

事　業　名　：　８．市役所庁舎整備事業                             

評価項目 実施状況

総合評価 コメント コメント コメント コメント コメント

委　員　氏　名

コメント コメント コメント コメント

評価

市庁舎の整備に当たっ
ては、市民に対する情
報提供を、今後とも積
極的に行うこと。
予定通り工事が完了
し、市の行政運営がさ
らにスムーズに行われ
ることを期待していま
す。

大規模で大きな予算
が動く旨、市民の関心
が高いことは、至極当
然で応募やパブコメ、
審議会回数（33回）に
も表れている。一転気
になるのは、審議会が
全て昼間に開催され
ており、土日や夜しか
参加できない人は、メ
ンバーにいなかったの
だろうかという点。

審議会は夜間・土日・休
日の開催がなく、働く市
民の傍聴などが対応が
なされていない。また、
女性の参加が極めて少
ない。
パブリックコメントで提出
された意見に関する市
の考え方を公表したこと
はよかった。50歳以下の
市民が選出されない理
由は何か。
学識経験者の専門を明
記してほしい。委員選考
の独自性の説明が必
要。

意見交換会や準民説明会を土
日に開催し、市民が参加でき
るように配慮されており、事前
周知も徹底されていて、市民
参加の手法や内容についてと
ても評価できる。審議会の開
催については、33回も行われ
ており、プロポーザルや技術支
援者選定委員会の時のみ公
募委員が出席しない形をとって
いる。
ただし、すべての項目において
結果の公表を図書館で行って
いないことは残念である。

逼迫する市の財政状況の下で、建
設費３４億円（税抜）のＣ案決定は
市民から評価された（2014年「広
報しろい」）。　　審議会・パブリック
コメントの実施・意見交換会の実
施・住民説明会の開催など、市民
参加の手法は尽くされている。
しかし、一般市民への周知という
面では不足。　建築費が基本設計
（2015年）では４１億円（税抜）と２
割も増えた（なお税込額は４４億
円）ことを、「広報しろい」で知らせ
て理解を求めるべきであったと考
える。

結果公表にはぜひ図
書館も入れてほしい

白井市の市民や市職員にとって市庁舎の改修整備事業
は、大きな関心事であります。当該事業は市民の意向を尊
重すべく構想の段階から基本設計、実施設計、建設工事に
至る各段階において、いろいろな手段で市民の意見の収集
と反映に努めてきており、市民参加については概ね妥当
で、特に問題点を指摘する事項はありません。

充実した市民参加とその成果のすばらし
さが最大の特徴といえる事業で、まさに市
民参加の「お手本」と言えるものだと思い
ます。
審議会も充実した回数と内容で、難しい合
意形成努力が重ねられ、委員のみな様、
行政の担当事務局、計画と施工関係の業
者のご苦労と、見守り意見を寄せた市民
のみな様にも感謝です。
成果で大きいのは、経費の削減・圧縮（免
震計画を改め減築耐震の手法導入。細目
でもムダと華美を廃し、徹底した経費抑制
など。なお、市民の中に専門的な知識と経
験を有する方がおり、積極的献身的に関
与して下さったことによるところが大きかっ
たと思います。

審議会に非公開の日が
ありますが、内容の性質
上必要やむを得ない事
とは思いつつ市民公募
委員の
参加も無いのは市民参
加事業としても、よくある
ことでしょうか？
審議会会議録・パブリッ
クコメント結果・意見交換
会の内容公表に図書館
も入れて欲しい。

コメント コメント コメント コメント コメント

平成２９
年度に実
施予定の
市民参加
の手法

※H29　審議会を３回開催予定

コメント コメント コメント コメント

平成２８
年度以前
に実施し
た市民参
加の手法

【実施状況】
H25.4～　 白井市庁舎建設等検討委員会
　　　　　(庁舎整備の建設改修が完了するまで)
H26.1～2　パブリックコメントの実施（基本計画について）
H26.2　　 意見交換会の開催
H27.1～2　パブリックコメントの実施（基本設計について）
H27.2　　 住民説明会の開催

・建築工事が進んでいる現時点では、設計施工に市民の意向を
反映させる余地は少ないと思いますが、建物完成後に行政施設
として求められる庁舎の効果的、効率的活用と使用方法につい
て検討するとともに、公共施設として市民が利用する立場で市庁
舎に親しみを持ち、暖かい雰囲気を醸し出すなどソフト面のス
ペックを検討しておく余地はまだあると思います。
 ・市民が気楽に来庁し得る場として市庁舎の役割と利用の仕方
について、説明会、内覧会、(バーチャルリアルティの内覧会でも
可)、意見交換会などを実施し、竣工前や竣工後に市民の理解を
深めておくこと必要があると思います。
 ・安全・防災・避難拠点として、災害発生時を想定した、市役所施
設の運用をソフト面から検討しておく必要があり、意見交換会、
パブリックコメント等を実施し“被災者”として避難した市民の意見
も聴取しておく必要があると思います

概ね妥当

パブリック
コメント募
集

【実施状況】基本計画策定時と基本設計策定時の2回実施
(基本計画)
1.H26.1.28～2.21　パブリックコメント募集（25日間）
　各センター回収箱、庁舎1･3階回収箱で受付
2.素案、概要、目的・案内を提供
3.担当課窓口、市HP、情報公開コーナー、各センター、図書館、
福祉センターで資料提供
4.広報しろい（H26.2.1）、市HP、情報公開コーナー、図書館、
各センター、福祉センター、担当課窓口で事前周知
5.44人から52件の意見
  H26.3.24  第13回会議で回答案を公表
  H26.5.1 提出された意見に対する市の考え方を公表
　市HP、情報公開コーナーで公表
(基本設計)
1.H27.1.28～2.17　パブリックコメント募集（21日間）
　各センター、情報公開コーナー、担当課窓口で受付
2.素案、概要、目的・案内、意見書を提供
3.担当課窓口、市HP、情報公開コーナー、各センター、図書館
　で資料提供
4.広報しろい（H27.1.15）、市HPで事前周知
5.19人から42件の意見
  H27.4.2　提出された意見に対する市の考え方を公表
　広報しろい（H27.5.1）、市HP、情報公開コーナーで公表

提出方法は、郵便、ＦＡ
Ｘ、メール等により広く行
う。
事業周知、結果公表は図
書館を含め広く行う。

審議会の
設置

【実施状況】
　H25.2.1～3.1　公募委員を募集(29日間)
広報しろい(H25.2.1)、市HP、各センター、担当課窓口で周知
1.委員19名中5名市民公募委員(男4/女1)
2.応募者12名(男10/女2)から5名選定、基準は公表
　選出地域は第三小学校区、清水口小学校区、大山口小学校区
　　　　　　七次台小学校区、池の上小学校区
郵便、担当課窓口で受付
3.会議は33回開催（平日日中）、第2.3回以外公開
※2,3回は業者選定に係る内容のため会議は非公開
　ただし、会議録は市HP、情報公開コーナーで公開
4.市HP、情報公開コーナーで事前周知
5.会議録は逐語訳を市HP、情報公開コーナーで公開

傍聴者が限定される。
事前周知、結果公表は図
書館も含め広く行う。
結果公表は、早めに行
う。

福祉センターは市民に
とって公民館と同じで良
い。
図書館でも会議録を公
開してほしい。

概ね妥当

・Ｈ２８年度は会議の開催３回と少な
く、平日の日中開催のため傍聴者も
少ない。
・会議録が逐語のみ。一般市民への
周知のためには簡潔な要約版も
必要。

情報公開コーナー、図
書館も情報提供に活用
してほしい。
会議は33回開かれ熱心
な討論時間である。

概ね妥当

審議会の
設置

【実施状況】
1.H27.2.7　住民説明会を開催（33名参加）
　土曜日に保健福祉センターで開催
2.市民を対象に実施
3.広報しろい（Ｈ27.1.15）、市HP、情報公開コーナー、図書館、
　各センター、担当課窓口で事前周知
4.会議録は要点録で作成、意見に対する市の回答あり
　広報しろい(H27.5.1）、市HP、情報公開コーナーで公表
5.白井市庁舎整備基本設計（案）の概要の説明会を行い、説明内容についての
質疑応答を行った。

結果公表は図書館を含
め広く行い、公表機関に
留意する。

審議会の
設置

【実施状況】
1.H26.2.8　基本計画に関する意見交換会を開催（16名参加）
　土曜日に市役所で開催
2.参加者へは資料を配布
3.参加者の制限は無し
4.広報しろい（H26.2.1）、市HP、情報公開コーナー、図書館、
　各センター、担当課窓口で事前周知（ポスター、チラシを使用）
5.会議録は逐語訳で作成、意見に対する市の回答あり
　H26.2.14　市HP、情報公開コーナーで公開

結果公表は、図書館を含
め広く行う。

図書館でも会議録を公
開してほしい。

概ね妥当

図書館でも会議録を公
開してほしい。

概ね妥当



参考資料１

事　業　名　：　９．西白井地区コミュニティ施設建設事業   

評価項目 実施状況

総合評価 コメント コメント コメント コメント コメント

委　員　氏　名

コメント コメント コメント コメント

評価

施設の建設に当たっ
ては、今後とも市民
に対し必要な情報を
広く提供する必要が
ある。

西白井地区コミュニティ
設備のことなので、15
人中10人が関係地域
代表者となっているが、
比率的に多すぎではな
いか。さらに補正が3名
のみというのも偏りがあ
るように思える。平成26
～27提案書（案）を提出
以降審議会が1回しか
開催されていないが、
記載漏れか。
またＨ２９パブコメの結
果も4人から28件あり関
心の高さを窺わせる。

コミュニティ施設設
置地域の住民に
対して、必要かつ
適切な情報を提
供するとともに住
民説明会及び意
見交換会などを実
施すべきではない
か。

審議会では、施設内
容や候補地の視察
等も行われ、市民参
加の視点が盛り込ま
れているが、コミュニ
ティ施設について
は、まちづくりのため
にも、市民の考えや
意見が必要であると
思うので、公募委員
が13%と少ないことが
残念である。（ただ
し、関係地域住民の
代表者が10名いる
ので、この方たたち
と公募委員がどのよ
うに連携して意見を
出し合って行くかが
大切である）

Ｈ２７年度に評価済で、
Ｈ２８年度中に実施され
た市民参加はない。
Ｈ２９年度に各種の市
民参加の手法が予定さ
れているが、Ｈ２８年度
に行えることはなかった
のか。
西白井駅前には西白
井複合センターがあり、
機能調整や連携をきめ
細かく検討する必要も
あると思う。
西白井駅圏在住の市
民でも当施設の建設が
決定していることを知ら
ない人も多い。「広報し
ろい」で概要を周知する
べきと考える。

委員が全員利用者目
線の人のみの委員会
だが市民参加の目線
では１００％だがはた
してそれでもれなくよ
り良い施設ができる
のか専門家目線も必
要なのではないか。

・　「当該準備委員会」が機能し、西白井地区のコミュニティ施設
に関して、設置構想の段階から具体的計画の策定、建設準備の
段階まで至ったことは、同準備委員会の審議・検討の成果として
評価できます。
・　今後は、施設の設計、施工の実施を踏まえ、「建設等検討委
員会」に改組する時期に来ていると思います。
・　当該準備委員会については、当該地区へ住民の移住が始
まってからかなりの年月を経て居住者も多くなり、当該地区のコ
ミュニティもそれなりに整いつつあります。そして防災・避難活
動、お祭り、児童の通学見守りなどの近隣地区との連携も行わ
れるようになって来ています。「準備委員会」もこうした情勢の変
化に対応して、地元住民を中心とする委員構成とする必要があ
ると思います。

地域が特定したこの種の事業に
おける市民参加（利己的になりが
ちな地元の希望と、市民全体の意
向とのバランスある調整）は非常
に難しいと思います。。
H24年に土地利用でアンケート調
査が行われたとのことですが、そ
の回収数450件のうち地区配布を
基本にしたことから回答者の4分
の3以上が当該地区で、6割が施
設建設希望だったとのことでした。
また、施設建設準備委員会の多
数（15名中10名が地域住民で公
募は2名だけ）なのは、理解できる
としても、どうしても「地域優先で、
経費に係らず充実を求める傾向」
になりがちなのを、どう調整してい
くのかが難しく、職員もなかなか厳
しいことは言いづらいのでは。
会議回数は、調査表とHPなどの
（1年9回）とあるが、調査表には5
回分のみで不明。

結果として公募委員は
男性二人ですが、募集
時一時保育有としてい
る事を大いに評価しま
す。
審議会議録は近くのセ
ンター（例えば、西白井
複合センター）などでも
公表出来たらいいので
はないかと思います。

コメント コメント コメント コメント

平成２８
年度以前
に実施し
た市民参
加の手法

【実施状況】
H26.7～　西白井地区コミュニティ施設建設準
備委員会

コメント コメント コメント コメント コメント

平成２９
年度に実
施予定の
市民参加
の手法

※H29　審議会を開催予定
※H29　パブリックコメント実施予定
※H29　意見交換会実施予定
※H29　その他の手法の実施予定

現行の施設建設準備委員については、次のような問題点があると思いま
す。
・当該準備委員会の２８年度の具体的な活動内容か不明です。事業内容
として防衛関連補助金に関する事項が記してありますが、防衛施設庁と
の折衝主体は市役所ですか、当該委員会でしょうか、委員会の役割とど
のような活動を行ったのでしょうか明記されていません。
・委員会のメンバーを見ると、他地区の自治会関係者が多すぎます。当
該地区と関係の薄い地区の自治会関係者も多数入っています。しかも各
地区から２名も居ます。当初は居住者も少なく他地区の自治会の代表者
にコミュニティの運営経験を聴くために委員として依頼したことは理解でき
ますが、彼らの多くは１年交代であり、必ずしもコミュニティ運営の経験が
豊富と云えない者も居たはず。どのように選出したのでしょうか。
・女性の委員が少なすぎます。日頃コミュニティ施設を利用する者の多く
は家庭の主婦など女性が多いです。委員には、１５人中２名の女性委員
が居るだけです。近隣地区の関係者などとして委員を複数名も委嘱した
のであれば女性に参画してもらう方法もあったのではないでしょうか。
・　公募委員に現職市会議員が入っています。委員会は、当該地域の利
害関係に係わる事項についても審議検討する可能性があります。議員と
しての発言のインパクトは大きく審議への影響度を考えると、議員に就任
した段階で委員を自発的に辞退してもらう措置を講ずるべきであったと思
います。

・２９年度の市民参加の手法として、委員会の開催、パブリックコメン
トの募集、意見交換会の開催、その他の手法を予定していることは
妥当と思います。
・なお、事業の進展を考えますと、「準備委員会」は一応の役目を果
たしたと思います。今後は、「建設等検討委員会」に改組すべきと考
えます。そして委員会のメンバーも新たに選出し、委員会の新しい段
階に即した議題について審議検討することにしてはどうかと思いま
す。
・パブリックコメント、意見交換会、その他の手法の実施に当たって
は、当該施設が西白井地区の地区センターになることを勘案すると、
当該地区および直近の近隣地区に限定して実施しても良いのでは
ないでしょうか

公募委員２名は少ない。
事業の目的からしても、
もっと増やすべき。

募集期間が2回土日を
含むとより良かった
広報に載っている西白
井4丁目地区枠での応
募状況も資料に載せ
てもらいたい。

・開催ごとの委員会の審議検討時間が１時間３０分程度と短時間で
す。会議に提起された議題には大きな課題も含まれております。この
ような短時間ではなく、十分な時間をかけて審議検討が行われること
を期待します。

審議会の
設置

【実施状況】
　H26.6.1～6.13　公募委員募集(13日間)
　広報しろい(H26.6.1)、市HP、情報公開コー
ナー、各センターで周知
1.委員15名のうち2名市民公募委員(男2/女0)
2.応募者3名(男3/女0)から2名選定、基準は公
開
　地域は大山口小学校区1名、南山小学校区1
名
郵便、メール、担当課窓口で受付
3.会議は10回開催、全て公開で土日休日に実
施
4.会議は市HP、情報公開コーナーで事前周知
5.会議録は逐語訳を情報公開コーナー、市
HP、図書館で公表

事前周知は図書館も
含め広く行う。
結果公表は、早めに
行う。



参考資料１

事　業　名　：　１０．第５期障害福祉計画策定事業                             

評価

評価項目 実施状況

総合評価 コメント コメント コメント コメント コメント

委　員　氏　名

コメント コメント コメント コメント

次期計画の策定に
当たっては、必要な
福祉サービスを確保
するためにも、広く市
民の理解を得なが
ら、関係者の意見を
集約することが必要
である。
前期計画の策定時
に比べ、市民に対す
る情報提供の方法等
に積極的な取り組み
が評価できる。

アンケート調査の
みを実施している
が、調査対象を
絞って発送してお
り内容が有益で
あったのではない
か。
事前周知の方法
に図書館が入って
いなかった点が気
になる。

在宅でケアをおこ
なっている市民の参
加はあるのか。心
身・精神など障害別
アンケートを関係者
に対して実施して、
対象者の声を把握
すべきではないか。
障害者問題の専門
家の参加が少ない
のではないか。

市民参加の手法とし
て、アンケートや障が
い者団体へのヒアリ
ングを行う等、市民の
声を反映する手法を
選択したことはとても
評価できる。ただし、
アンケートの公表が
アンケ―ト実施期間
後1年以上経過してい
ることについては時
間をかけすぎていると
思うので、督促の方
法または一定期間、
少なくとも６か月以内
等として、アンケート
を公表できるようにす
ることが課題といえ
る。

審議会委員１８人中公募員は3人と
少ない。計画策定には普通の市民
の意見反映が必要。公募委員をもっ
と増やすべきと考える。会議録の公
開も半年以内と遅い。
アンケートはハガキで督促を行うな
ど工夫をした結果、５５％強の高い
回収率となったが、
結果公表が遅い。（アンケートは29
年2月に終了しているのに公表が30
年3月を予定。）
第4回審議会（29年3月）で70頁にも
及ぶアンケート結果が報告されてい
るのに、未だ承認されていないという
ことなのか。
アンケートの他にも意見交換会の実
施など市民の声を聴く工夫も必要。

全体的にとても時間
的にスローに進んで
いる。
社会の変化に適切に
対応してもらいたい。

・第５期障害福祉計画策定に移行する前の前
駆段階であり、障害福祉サービスに係わるニー
ズ及び利用者等の意見をアンケートにより把握
しておくことは評価します。

委員15名のうち3名市民公募で、うち1名が無作為抽出者からの
選定とされており、先行的な試行として今後にどう生かせるか注
目している。
委員構成が、関係者中心となるのはやむを得ないと思うが、障
害のない方々との相互理解の問題も重要だと思われるので、こ
の視点も大切にして欲しいと感じた。
アンケートは、2670名中、障がい者は基本的に全員で、障害なし
は493の抽出というウエートはどうなのだろうか。もう少し、後者を
増やしても良いのではないか。
結果は来年3月公表予定とされていたが、会議録の資料で概要
の掲載はありました。
　会議録では、資料①②・・などとなっている場合が多いですが、
これだと開けてみないとわからないので内容がわかる表題が欲
しい。
また、本事業に限らず審議会等の会議録については要点録でも
良いと思いますが、録音した電子データは必ず一定期間保存し、
公開請求があった場合は、速やかにコピーの公開をするような
取り扱いルールを確立してほしい。（この間、会議録の内容の改
ざんが疑われる附属機関が存在し、録音データの公開を請求す
ると、削除したので不存在とするケースもあったため）

審議会議録、アン
ケート共に内容公
表までに時間がか
かり過ぎるように
思いますが、それ
ぞれの公表箇所に
あるいは公表予定
箇所に図書館もあ
る事は評価できま
す。

コメント コメント コメント コメント コメント

平成２８
年度以前
に実施し
た市民参
加の手法

【実施状況】
H28.9～H30.3 白井市障害者計画等策定委員会
H29.1.13～2.10　アンケート調査の実施

・第４期障害福祉計画の最終年度の市民参加
の手法として、審議会の開催、パブリックコメン
トの募集、その他の手法の３手法を予定してい
ることは、妥当であると思われます。

平成２９
年度に実
施予定の
市民参加
の手法

※H29　審議会を開催予定
※H29　パブリックコメントの募集を予定
※H29　その他の手法を実施予定

コメント コメント コメント コメント
・審議会の開催については、１年間を通じた主
要の議題がアンケートの実施関連のみです。
障害者福祉については、複雑で解決が困難な
問題も多いはずです。審議会として他に優先す
べき議題は無かったのでしょうか。
・アンケートの実施手法については概ね妥当で
あると思います。

審議会の
設置

【実施状況】
　H28.7.15～8.1　公募委員募集(18日間)
　広報しろい(H28.7.15)、市HP、担当課窓口で周知
1.委員15名のうち3名市民公募委員(女3)
　うち1名無作為抽出より選定
2.応募者3名(女3)から2名選定、基準は公開
　地域は大山口小学校区1名、桜台小学校区1名
　郵便、担当課窓口で受け付け
3.会議は4回開催(平日日中)、全て公開で実施
4.会議は市HP、情報公開コーナーで事前周知
5.会議録は要点訳を情報公開コーナー、市HP、図書館、
担当課窓口で公開

公募委員の割合が
低い。
傍聴者が限定され
る。
事前周知は、図書館
を含め広く行う。
結果公表は早めに
行う。

アンケー
ト調査の
実施

【実施状況】
　H29.1.13～2.10　アンケート調査を実施
1.広報しろい(H29.1.1)、市HP、情報公開コーナー、担当課
窓口で事前周知
2.個別郵送で調査（29日間）
3.市内全域を対象に下記のとおり対象を抽出し実施
①障害者手帳所持者は全員
②難病患者は難病見舞金受給者
③手帳不所持市民は無作為抽出
4.計2,670件、1,471件回収(回収率55.1%)
5.H30.3.31 情報公開コーナー、市HP、図書館、各セン
ター、担当課窓口で公表予定

事前周知は、図書館
も含め広く行う。

１． 公募委員が３名（２０％）と少な
い。
３．会議は平日の日中開催のため傍
聴者は３名のみ。
４．会議の事前周知が図書館で無し
５．会議録の公開が半年後と遅い。

委員選定での無作
為抽出の登録者の
扱い方のルールが
必要だと思った。最
初から公募枠３の所
を２に減らす意味が
あるのか疑問であ
る。
会議録の公開が半
年以内は遅すぎ。

・公募委員の選考基準の優先順位第１位に「応
募の動機が職務に照らして適切であること」とし
ておりますが、福祉・医療関連の公益団体の役
職者を優先すると連想してしまうのではないで
しょうか。
・優先順位としては障害者手帳を所持している
者や障害者の家族等の応募を優先上位しても
良かったのではないかと思います。
・29年度は、「第５期障害福祉策定方針」に関
する審議と云う会議が１回開催されているのみ
です。時間も他の２件の議題を含めて１時間３
０分と短く大きな重たい議題について１回だけ
の会議では処理しきれないのではないでしょう
か。もう少し回を重ね時間をかけて審議検討す
べきではなかったかと思います。
・会議議事録の公開が遅すぎます。

１． 図書館での周知がない
２． プライバシーに配慮している。
４．回収率を高めるために督促ハガ
キを出している。
結果として回収率は５５％と高い。
しかし「障害者手帳を取得していな
い市民」のカテゴリーでは回答数２４
０と不足するのでは。無作為抽出し
た年齢範囲が不明。
５．公表が未だに行われていない。

アンケートの公表も
分析すると1年もか
かるものか？
その間に社会情勢も
変化しそうに思う。

・アンケートの対象、抽出方法、回収率、いずれ
も妥当であると思います。
・アンケート結果の公表予定が３０年３月３１日
予定では遅すぎるように思います。これでは、
アンケートの成果が２９年度の審議検討に反映
されないことになります。速報でもよいから審議
会で披露することを希望します



参考資料１

事　業　名　：　１１．白井子ども・子育て支援事業計画修正事業                             

評価

評価項目 実施状況

総合評価 コメント コメント コメント コメント コメント

委　員　氏　名

コメント コメント コメント

広く市民の理解を得な
がら子どもプランを推
進するために、今後と
も広く情報提供の必要
がある。

委員17名中公募委
員3名は少ない。

子育て中の市民の意
見が反映される場(審
議会・意見交換会・市
民集会)はあるのか。
審議会に学識経験者
が選出されていない。

まちの子育て支援に関する
事業であるにもかかわらず、
公募委員が11%と市民参加
に関する考えが低い。子育
て支援は、まちづくりもさるこ
とながら生活に密着している
重要な事業であるので、市
民の声が広く反映されるよう
に工夫が求められる。その
一つに公募の周知方法や議
事録の公表がHPだけである
ため、図書館等子育て世代
が利用する施設等に置き、
まちの子どもの育成に必要
な事業や保育の質の部分を
市民の視点からの意見も聞
き、検討する機会が必要で
あると思われる。

市民参加の手法が審
議会のみ。公募委員数
は全体の一割と極めて
少ない。会議の事前周
知、結果公表（ホーム
ページのみ）も不十
分。
会議は２回で延べ３時
間と少ない。出席率が
７０％台と低い。これ
で、十分な審議がなさ
れたのだろうか。
また、意見交換会の実
施など、市民（特に母
親たち）の声を直接聴
く工夫も必要ではない
か。

広報資料との次世代
育成支援対策地域協
議会との関係は？

・我々委員に提供された「市民参加実施状況
調査票」では、何ページまでが「審議会」で何
ページからが「子ども子育て会議」について
記述されているのか分かりませんでした。そ
のため別途白井市のホームページ「白井市
子ども・子育て支援事業」を見て、第１０回～
１３回の子ども・子育て会議であることが判明
した。もう少し丁寧に編集をした資料を提供し
て欲しいと思いました。
・保育所待機児童の解消、育児知識の不足
に起因する育児不安、子育てに係わる経済
的支援、など、近時、子育てに係わる問題の
解決が社会的にも緊要な課題となっていま
す。当該会議は制度的な課題を審議するとと
もに、身近な育児に関する問題点・課題も修
正項目として重点的に取り上げて時節に即
応した審議検討をする必要がると思います。

第1回会議の平成25年10月8日から直近の平
成29年2月28日までの３年半の期間に13回、１
年に3回程度開催されている。新委員の会議
は、10月と2月の2回で各1時間半。
この事業に限らないが、議題と検討する資料は
多いものの、審議時間は1時間半など十分な検
討が無理又は困難が想定される審議会が散見
される。こうした会議では、事務局の報告、質
疑なしか数件、決定という傾向が見られ、市民
参加の内実はもとより、審議会そのものの意義
が問われかねないものもある。
所管する事務局側としては、事務局案（もしくは
委託業者案）の追認機関として審議会を位置
づけ、パブリックコメントや市民説明会なども追
認のための形式的な市民参加と考えている傾
向がないか、今一度検討をお願いしたい。

審議会議録はHPだけ
でなく、情報公開コー
ナーや図書館にも置い
て欲しい。

コメント コメント コメント

コメント

コメント コメント コメント コメント

平成２８
年度以前
に実施し
た市民参
加の手法

【実施状況】
H27.8～H29.2 白井市子ども・子育て会議

・会議は年２回開催されておりますが、毎回
多くの課題を盛り込んだ内容となっておりま
す。しかし、１時間３０分程度では満足な審議
は行えないと思います。実際に議事録要旨を
見る限り殆ど実質的な質疑は行われなかっ
たのではないかと思料されます。
・それぞれの課題は重たいものであり、年２
回ではなく、課題を分けて数回の審議会を開
催すべきであったと思います。

コメント コメント

平成２９
年度に実
施予定の
市民参加
の手法

※H29　審議会の開催を予定

審議会の
設置

【実施状況】※事業途中に任期切れによる公募委員変更あり

①任期：平成25年10月～平成28年10月
　H24.12.1～12.25　公募委員募集(25日間)
　広報しろい(H24.12.1)、市HP、で周知
1.委員17名のうち3名市民公募委員(男1/女2)
2.応募者6名(男1/女5)から3名選定、基準は公開
選出地域は第三小学校区1名、南山小学校区1名、
池の上小学校区1名
郵便、メール、担当課窓口で受付
3.会議は2回開催（平日日中）、全て公開で実施
4.会議は市HP、情報公開コーナーで事前周知
5.会議録は要点録を市HPで公開

②任期：平成28年10月～平成31年10月
H28.8.1～8.22　公募委員募集(21日間)
  広報しろい（Ｈ28.8.1）市HPで周知
1.委員18名中2名市民公募委員(女2)
2.応募者5名(男2/女3)を審査、2名選定、基準は公開
　選出地域は清水口小学校区1名、南山小学校区1名
郵便、担当課窓口で受付
3.会議は2回開催(平日日中)、全て公開で実施
4.会議は市HP、情報公開コーナーで事前周知
5.会議録は要点録を市ＨＰで公開

公募委員の割合が低
い
傍聴者が限定されない
か
事前周知、結果公表は
図書館や情報公開
コーナーを含め広く行
う。

１． 公募委員が２名と
少なく、望ましい基準
に未達。
２． 公募の周知が不十
分（広報しろい、図書
館で無し）。
３． 会議は２回と少な
い。平日日中のため傍
聴者も少ない。
４． 会議の事前周知が
図書館でされていな
い。
５． 会議の結果公表が
不十分（情報公開コー
ナー、図書館で無し）。

無作為抽出の委員の
扱いが資料から読み
取れない
公募委員で男性が少
ない
情報公開コーナーや図
書館も利用してほし
い。

・会議は、形式的で役所の提出されたものを
追認しているだけように思います。
・市民参加という視点では、評価すべき内容
は有りません。

・審議会だけでなく、意見交換会、パブリック
コメント、アンケート等を実施し、子育て中の
市民が何を悩み、どのような行政サービスを
欲しているのか、調査把握する必要があると
思います。
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事　業　名　：　１２．第７期高齢者福祉計画・介護保険事業計画策定事業                            

評価

評価項目 実施状況

総合評価 コメント コメント コメント コメント コメント

委　員　氏　名

コメント コメント コメント コメント

高齢化が進む中で
介護保険事業は、
国民健康保険事
業と並び重要な課
題であり、関係者
はもとより、多く市
民の理解を得なが
ら、計画を策定す
る必要がある。

審議会委員15人
中5人が公募委
員で割合的には
よいと言える。
専門性の高い事
業なので、学識
経験者が多いの
もやむを得ない。
パブコメ未実施
審議会1回と消極
的な感ありだが、
アンケートは督促
はがきの送付な
ので回収率を６
５％まで上げてお
り努力が窺える。

介護保険運営協議
会と審議会は別の
ものか。　審議会に
在宅介護・施設入
所などを抱える家
族の参加はないの
か。また、これらの
家族の意見を発表
する場の設置が必
要ではないか。
アンケートは、特
養・老健入所者の
家族。また、在宅介
護の家族に聞く必
要がある。

アンケートの事前周
知が広報しろいだけ
にもかかわらず、３つ
の視点から（ニーズ調
査、実態調査、市民
調査）アンケートを行
い、回収率も比較的
高く、公表も３つ以上
で行っているため、と
ても評価できる。ただ
し、議事録の公表が
担当課窓口のみであ
る点は、公開の意識
が非常に低いといわ
ざるおえない。

・審議会は１５名中５名が公募委員
だが女性は０。女性の応募者しや
すい工夫ができなかったか。会議
は開催が１回のみ（１時間半）。十
分な審議ができたのだろうか。平日
日中の開催のため、傍聴者は少な
い。
会議録の公開も半年後と遅い。し
かも担当課窓口でしか見ることがで
きず、これを公表というのだろうか。
・アンケート（29年1月実施）は督促
ハガキを郵送するなど工夫をしてい
る。その結果回収率は48％～78％
と高いが、公表が29年9月と遅い。

平成２９年度に市民参加の様々な
手法が実施される予定なので、来
年度その結果を確認したい。

市民に情報提供す
る場としての情報公
開コーナー・図書
館・ＨＰを積極的に
活用してもらいた
い。

・提供された実施予定調査票からは第６期計画策定事業(平成２７年度
～２９年度)と、第７期計画策定事業(平成２８年度～２９年度)との関連性
がよく分かりません。第６期計画では「市民と市のための高齢対策計画」
として性格づけ、白井市が高齢対策を推進するための体制と仕組みを
明らかにするとしています。当然第７期計画は、その成果を踏まえて、事
業を遂行されるものと思いますが、第７期計画の事業の目的の欄を見る
と「白井市の介護保険料を算出するための計画」としています。かなり飛
躍したステップではないかと思います。もう少し手順を踏む必要があるの
ではないかと思います。
・平成２8年１１月の第１回運営会議で計画策定の基礎資料を得るため
のアンケート調査の方法等について検討し、２９年１月に３種類のアン
ケート調査を実施して、その調査結果を同年9月末に公表するとなって
います。当該事業の予定では、２９年度には運営会議の他に、意見交換
会、パブリックコメントの募集も予定しています。このスケジュールは極め
てタイトです。年度末までに市民の理解が得られるような介護保険料
(案)を算出するためには至難の業あると思います。
・つまるところ、このスケジュールに関係なく、事務局(行政)が算出したも
のについて運営協議会は追認すると云うことでしょうか。それでは市民
の意向はあまり反映されないことなるのではないでしょうか。

主管する「介護保険運営協議会」
が附属機関でないのはなぜか、
どういう委員構成なのか、詳細が
不明。会議の開催記録等の公表
も不十分では。回数も少ない。
この種の計画は、業者委託にす
るしかないのか、現時点で私は理
解できない。
（第7期高齢者福祉計画・介護保
険事業計画策定委託業者選定業
者公募型プロポーザル）
アンケートは、1．65歳以上の市民
抽出79％　2．要介護認定者悉皆
65％　3．40～64歳抽出　48％の
実施でバランスが良い印象を持っ
た。

審議会議録は担当
窓口だけでなく、情
報公開コーナー、図
書館にも置いて欲し
い。
アンケート結果を情
報公開コーナー、
HP,図書館、広報し
ろい」としてあること
は評価出来る

コメント コメント コメント コメント コメント

平成２８年
度以前に

実施した市
民参加の

手法

【実施状況】
H28.11～　 白井市介護保険運営協議会
H29.1.12～1.26　アンケート調査の実施

妥当であると思います。
平成２９年
度に実施
予定の市
民参加の

手法

※H29　審議会の開催を予定
※H29　パブリックコメントの募集を予定
※H29　意見交換会の開催を予定

コメント コメント コメント コメント

・高齢者福祉行政、介護保険事業、介護保険料算出の基礎資料となる実態
調査などアンケート調査を３つのカテゴリーに分けて実施したことは評価でき
ます、
・しかし、これらの事柄は第６期計画策定の事業でもかなり論議されているは
ずです。アンケート調査は年度のもっと早い時期に実施可能であであったと
思います。２９年１月とは遅すぎるのではないでしょうか。

審議会の
設置

【実施状況】
　H27.10.1～10.30　公募委員募集(30日間)
　広報しろい(H27.10.1)、市HP、各センター、担当課窓口で周知
1.委員15名のうち5名市民公募委員(男5)
2.応募者5名(男5)から5名選定、基準は公開
　地域は清水口小学校区1名、大山口小学校区1名
　南山小学校区2名、池の上小学校区1名
3.会議は1回開催(平日日中)、公開で実施
4.会議は市HP、情報公開コーナーで事前周知
5.会議録は要点訳を担当課窓口で公開

傍聴者が限定され
る。
事前周知、結果公表
は、情報公開コー
ナーも含め、図書館、
ＨＰ等で広く行う。

アンケート
調査の実
施

【実施状況】
（介護予防・日常生活圏域ニーズ調査）
H29.1.12～1.26　アンケート調査を実施
1.広報しろい（Ｈ29.1.15）にて事前周知
2.対象者への郵便で調査(14日間)
3.市内全域の要介護認定者及び施設入所者を除く65歳以上の市民を
対象に無作為抽出で実施
4.2,502件発送、1,971件回収(回収率78.8％)
5.H29.9.30 アンケート結果を情報公開コーナー、市HP、図書館、広報し
ろいで公表予定

（在宅介護実態調査）
H29.1.12～H29.1.26　アンケート調査を実施
1. 広報しろい（Ｈ29.1.15）にて事前周知
2.対象者への郵便で調査(14日間)
3.施設入所者を除く要介護認定を受けている市民全員
4.1,047件発送、684件回収（回収率65.3％）
5.H29.9.30 アンケート結果を情報公開コーナー、市HP、図書館、広報し
ろいで公表予定

（４０～６４歳市民調査）
H29.1.12～H29.1.26　アンケート調査を実施
1. 広報しろい（Ｈ29.1.15）、市ＨＰにて事前周知
2.対象者への郵便で調査(14日間)
3.市内全域の４０～６４歳の市民を対象に無作為抽出で実施
4.1,999件発送、962件回収（回収率48.1％）
5.H29.9.30 アンケート結果を情報公開コーナー、市HP、図書館、広報し
ろいで公表予定

事前周知は、図書館
及びＨＰを含め広く行
う。

１． 公募委員は５人３３．３％
２． 公募員は全て男性（応募者が全員
男であった）。公募委員は全員ニュータ
ウン地区出身者となった。
３． 会議実施は一回のみ。平日日中の
開催のため傍聴者は１名のみ。
４． 会議の事前周知が図書館で無し。
５． 会議録の公開が半年後と遅い。公
表は担当課窓口のみ（情報公開コー
ナー、図書館、ＨＰで公表されていな
い）。

基準を公表することに
異議が無ければ最初
から公開してほしい。
年3回の予定が1回で
議論できたのか。
図書館・情報公開コー
ナーでも事前周知・会
議録の公開を行ってほ
しい。
結果公表に半年以内
は遅すぎ

・当該事業が、高齢者の将来の生活に直結するものであるだけに市民の関
心も極めて高いと思います。運営会議が年度後半に１回のみの開催で、しか
もアンケート関連事項の検討とは残念です。
・検討すべき課題は極めて多いはず、年度の前半にも運営会議を開催すべ
きであったのでないでしょうか。

１．アンケートの事前周知が情報公開
コーナー、図書館で無い。
４．督促ハガキを送付したり、回収率を
上げる工夫され、回収率も高い。
５．アンケート結果の公表が２９年９月と
遅い。

無作為抽出のアンケー
トは情報公開コー
ナー・ＨＰ・図書館での
事前周知は行ってほし
い。

・予め審議会でアンケートの実施方法について検討したうえで平成２９年１月
に３種類のアンケートを実施しており、それぞれのアンケートの手法と内容を
見ると、当該事業の趣旨、目的にそった質問内容となっており、調査対象者
の選定方法、調査の人数も適正規模であり、評価に値すると思います。
・しかし、アンケート調査の結果の公表については、実施時期から９か月を経
た後であり遅すぎます。


